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地域課題の解決に取り組む団体対象 

各務原市まちづくり活動助成金 

令和２年度事業申請説明会 

まちづくり活動助成金は、市民の皆様が知恵を出し合い 

力を合わせて地域の課題解決をする「市民によるまちづくり活動」の促進と、 

NPOや市民活動団体の成長を目的に、 

団体が行う活動や事業に要する経費の一部を助成するものです。 

まちづくり活動助成金 令和2年度事業の申請に関する説明会を開催します。 

令和元年 
10月5日(土) 
午前10時～11時30分 

産業文化センター2階第4会議室 

申込先 

各務原市役所 市長公室 まちづくり推進課 

〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 

TEL： 058-383-1997（直通） FAX : 058-382-7110 

まちづくり活動助成金 令和2年度事業申請説明会 参加申し込み 

1 参加者氏名  

2 ご住所 
〒    -     

3 お電話番号  

4 所属団体  

参加ご希望の方は、まちづ く り推進課まで 。窓口 ・ お電話 ・ メール ・ F A Xで受付致します 。 

メール用QRコード↓ 



各務原市役所 市長公室 まちづくり推進課 
 

【電話】 058-383-1997（直通）  【FAX】 058-382-7110 

【E-mail】 machidukuri@city.kakamigahara.gifu.jp 

【URL】 http://www.city.kakamigahara.lg.jp 

▼「まちづくり活動助成金」には、２種類の助成金があり、それぞれ１事業につき２年間の助成が受けられます。 

▼「まちづくり活動助成金」に対象となる事業、応募資格のある団体は以下の通りです。 

▼手続きの流れ・提出書類について 

これから設立する方もご相談を！ 

設立後３年未満の団体向け 

既に活動を続けている方はこちら！ 

設立後３年以上の団体向け 

【応募資格団体】次の全ての条件を満たす団体が対象です。 

①市内でまちづくり活動を行うもの。 

②定款または規約、会則を有すること。 

③各務原市民が5人以上の構成員を有すること。 

④NPO法人の場合は、主たる事務所が各務原市内にあること。 

【助成対象となる事業】 次の全ての条件を満たす事業が対象です。 

①市内で実施され広く市民に開かれ、地域や社会に貢献するまちづくり
活動であること。 

②当該年度の助成金実施期間中に、自ら企画・運営及び実施すること。 

③営利を目的としないものであること。 

④宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するもの
でないこと。 

⑤政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと。 

⑥特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持
し、又はこれらに反するものでないこと。 

⑦各務原市から他の補助金や交付金などを受けていないこと。 

⑧暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有するものが関与
しているものでないこと。 

活用してください！まちづくり活動助成金  
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  1年目 ２年目 

助成率 2/3以内 1/3以内 

助成金限度額 100,000円 50,000円 

助成回数 
1団体につき1年に1度まで         

同一事業に対し通算２年まで 

対象経費 事業に必要な経費（食糧費は除く） 

設立年数 設立後３年未満の団体 

審査方法 書類審査 

事業報告 公開活動報告会 

  1年目 2年目 

助成率 2/3以内 1/3以内 

助成金限度額 300,000円 150,000円 

助成回数 
1団体につき1年に1度まで         

同一事業に対し通算２年まで 

対象経費 事業に必要な経費（食糧費は除く） 

設立年数 設立後3年以上の団体 

審査方法 
書類審査+公開プレゼンテーション      

※公開プレゼンテーションは１年目のみ 

事業報告 公開活動報告会 

注意事項 

過去にスタート助成・まちづくり助成を終了した

事業と同一事業での申請、助成を終了した年度の

翌年度の申請はできません。 

申請説明会 
 

令和元年10月5日(土) 
10：00～11：30 

 

産業文化センター 
2階第４会議室 

申請書類 提出期間 
 

 令和元年12月2日(月) 

        ～27日(金)  

 平日 9：00～17：00            
 

【提出先：まちづくり推進課】 
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令和2年 
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（水） 
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令和2年 

3月21日（土） 

9：00～12：30 

産業文化 
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2階第3会議室 
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１．スタート助成  ２．まちづくり助成  

【申請時 提出書類】 ※提出書類は原本一部を提出してください。 
 

◆ 助成金交付申請書（様式第1号） ◆ 申請事業計画書 

◆ 申請事業予算書 ◆ 団体概要書（団体構成員名簿） 

◆ 定款、規約又は会則等の写し（様式任意） 

 ※NPO法人のみ（様式任意） 

 ◆ 年間の事業計画 ◆年間の予算計画 などがわかるもの 

【実績報告時 提出書類】  
 

◆ 助成金実施報告書（様式第5号） ◆ 助成事業説明書 

◆ 申請事業収支決算書 ◆ 領収書等の写し（レシート可） 

◆ 通帳の写し（確定払いの団体、事業収入などがある団体） 

◆ 事業実施の写真やチラシなど、事業内容がわかる資料 

 

「２．まちづくり助成」１年目に申請される団体の方は、審査対象として 

公開プレゼンテーションに参加していただきます 

 事前相談期間  

注：この助成は2年目の交付を保証するものではありません。    

  2年目の交付を希望する場合は再度申請していただきます。 


